
福
井
年
金
事
務
所 

　
　
　（
1
0
7
7
6
‐
２３
‐
4
5
1
6
） 

市
民
課
　
　 

　
　
　（
1

８８
‐
8
1
0
2
） 

問 

国保 国保 
・
皆
で
受
け
よ
う
、健
康
診
査
・
が
ん
検
診
 

・
健
康
保
険
が
替
わ
っ
た
ら
必
ず
届
出
を
 

年金 年金 

人
間
ド
ッ
ク
・
が
ん
検
診 

　
健
康
長
寿
課 

　
　（
1

８７
‐
0
8
8
8
） 

国
民
健
康
保
険 

　
市
　
民
　
課 

　
　（
1

８８
‐
8
1
0
2
） 

問 

国
民
年
金
保
険
料
が
変
更
 

　
納
付
は
「
口
座
振
替
」
が„
便
利
“で„
お
得
“ 

平成22年度国民年金保険料　納入額早見表 

※一部納付（一部免除）されているかたは「毎月納付」のみご利用できます 
※月末が休日の場合は、翌営業日が引落日となります 

平成２２年度 

毎月振替（早割） 
（口座振替） 

6か月前納 
（現金納付） 

6か月前納 
（口座振替） 

１年前納 
（現金納付） 

１年前納 
（口座振替） 

1 か 月 分 

保険料額 

１５，１００円 

１５，０５０円 

― 

― 

― 

― 

― 

５０円 

― 

― 

― 

― 

９０，６００円 

９０，３００円 

８９，８６０円 

８９，５７０円 

― 

― 

― 

３００円 

７４０円 

１，０３０円 

― 

― 

１８１，２００円 

１８０，６００円 

１７９，７２０円 

１７９，１４０円 

１７７，９８０円 

１７７，４００円 

― 

６００円 

１，４８０円 

２，０６０円 

３，２２０円 

３，８００円 

割引額 

6 か 月 分 

保険料額 割引額 

1 年 度 分 

保険料額 割引額 

毎月納付（納付書に
よる現金納付、翌月
末振替の口座振替） 

申
込
方
法
▼
 

・
口
座
振
替
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
（
金
融
機
関
届
出
印
）
し
、
年
金
事

務
所
に
申
し
込
む
か
、
郵
送
し
ま
す
。
金

融
機
関
窓
口
へ
の
提
出
で
も
結
構
で
す
 

・
前
納
の
お
申
し
込
み
は
、
①
１
年
度
分
お

よ
び
上
期
6
か
月
分
は
2
月
末
ま
で
に
、

②
下
期
6
か
月
分
は
8
月
末
ま
で
に
、
年

金
事
務
所
必
着
 

※
す
で
に
口
座
振
替
で
前
納
し
て
い
る
か
た

は
、
毎
年
申
し
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
 

第5次勝山市総合計画 

4月1日（木）から 
レジ袋の無料配布が中止 

　勝山市、大野市と永平寺町は、ス

ーパーなどの事業者、消費者団体と

レジ袋の無料配布中止についての検

討を進めてきましたが、今年4月1

日から、2市1町が足並みを揃えて

レジ袋の無料配布中止に取り組む方

針を決めました。2月10日には2

市１町の事業者、消費者団体、行政が合同で協定書を

締結することで合意しました。これにより勝山市では、

6事業者が無料配布を中止する予定です。 

　レジ袋無料配布が中止となる事業者については、3

月中に別途お知らせします。 

　今後は、4月１日からの実施に向け、2市１町の事業

者、消費者団体、行政が連携し、住民への広報活動を

行うとともに、更に多くの事業者がこの取り組みに参

加するよう呼び掛け、地球温暖化防止と循環型社会の

構築を目指します。 

まちづくり講演会 
これからの地域づくり 

　全国各地のまちおこしの「助っ人」としてご活躍さ

れている、木村俊昭氏の地域づくりに対する考え方を

お聞きしましょう。皆様のご来場をお待ちしています。 

と　きs3月2日（火）午後7時～9時 

ところs福祉健康センター「すこやか」 

テーマs「これからの地域づくり 

　　　　　　　　　　  （仮題）」 

講　師s木村　俊昭氏 

（農林水産省大臣官房企画

官、ＮＨＫ「プロフェッショ

ナル～仕事の流儀～」出演） 

参加費s無料 

市長となんでも語ろう会 
平成22年度予算について 

第2次健康増進計画 
パブリックコメント（意見公募） 

　勝山市では、平成17年度に21年度までの5年間
の健康増進計画を策定し、「少子・長寿化等に対応した
人にやさしいまちづくり」を目標に、乳幼児から高齢
者までの健康づくりを推進してきました。 
　現在、平成22年度から5年間の、第2次健康増進計
画（すこやか勝山健康づくりプラン）を策定しています。 
　つきましては、計画書（案）を市ホームページに掲
載しますので、広く市民の皆様からのご意見を募集し
ます。 
募集期間s2月12日（金）～22日（月） 
募集方法s電話、ＦＡＸ、E-Mail 

【パブリックコメント】 
　条例や計画など一定の政策の策定に際して、政
策の案と資料を公表し、それに対する意見や情報
を広く募集し、寄せられた意見などに対する考え
方などを公表することをいいます。 

生活環境課（188‐8104） 問 

未来創造課 
（188‐1115） 

問 未来創造課 
（188‐1115） 

問 

健康長寿課（187‐0888）（FAX87‐3522） 
（E-mail　choju@city.katsuyama.fukui.jp） 
 

問 

「第5次勝山市総合計画策定のための市民アンケート」に、ご協力ありがとうございました。 

市長となんでも語ろう会の様子（１１月4日） 

木村俊昭氏 

　平成 22

年度の予算

の使い方に

ついて、山

岸市長が分

かりやすく

説明します。 

　皆様からのご意見・ご提案をお待ちしています。 

 

と　きs2月24日（水） 
　　　　午後7時～9時 

ところs福祉健康センター「すこやか」 

テーマs「平成22年度 

　　　　　勝山市の予算に 

　　　　　ついて」 

チャイルドルーム完備！ 
　お子様連れのかたも、お気軽にご参加 
ください。（市保育士がお預かりします） 
※当日、受け付けでお申し込みください 
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人
間
ド
ッ
ク
の
申
し
込
み

対
象
者
▼
勝
山
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

３０
歳
〜
７４
歳
ま
で
の
か
た

申
　
込
▼
広
報
か
つ
や
ま
2
月
号
に
折
り
込

み
の
ち
ら
し
・
申
込
書
を
ご
覧
の
う
え
、

お
早
目
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

が
ん
検
診
は
無
料
で
す

が
ん
検
診
は
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
に
関

係
な
く
、
勝
山
市
民
な
ら
、
ど
な
た
で
も
受

診
で
き
ま
す
（
た
だ
し
、
子
宮
が
ん
は
２０
歳

以
上
、
乳
が
ん
は
４０
歳
以
上
対
象
）。
職
場

な
ど
で
受
診
機
会
が
な
い
か
た
は
、
ぜ
ひ
こ

の
機
会
に
、
市
の
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

勝
山
市
国
民
健
康
保
険
加
入
の

４０
歳
〜
７４
歳
の
か
た
へ

お
申
し
込
み
が
な
く
て
も
、
5
月
下
旬
に

健
診
受
診
券
・
が
ん
検
診
の
ご
案
内
を
通
知

し
ま
す
。（
人
間
ド
ッ
ク
を
申
し
込
ま
れ
た

か
た
を
除
き
ま
す
）

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入

（
７５
歳
以
上
）
の
か
た
へ

お
申
し
込
み
が
な
く
て
も
、
5
月
下
旬
に

健
診
の
ご
案
内
を
通
知
し
ま
す
。
が
ん
検
診

は
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

提
出
先
▼
市
民
課
、
各
公
民
館
、
福
祉
健
康

セ
ン
タ
ー
「
す
こ
や
か
」

申
込
期
限
▼
3
月
１２
日
（
金
）

こ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
か
？

同
じ
世
帯
の
か
た
の
社
会
保
険
の
被
扶
養

者
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民

健
康
保
険
に
も
加
入
を
し
て
い
る
。

本
来
、
健
康
保
険
は
１
つ
で
あ
り
、
社
会

保
険
が
優
先
さ
れ
ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保

険
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

国
保
喪
失
届
出
が
必
要
な
と
き
▼

・
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た

・
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
し
た

・
死
亡
し
た
　
な
ど

１４
日
以
内
に
届
出
が
必
要
で
す
。
遅
れ
る

と
保
険
税
の
二
重
払
い
や
、
国
保
で
負
担
し

た
医
療
費
の
返
還
な
ど
が
発
生
し
ま
す
。

７０
歳
以
上
〜
７４
歳
の
被
保
険
者
の
か
た
へ

７０
歳
以
上
被
保
険
者
の
か
た
に
は
「
被
保

険
者
証
」
と
は
別
に
、「
高
齢
受
給
者
証
」

を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
現
役
並
み
所
得
者

以
外
の
か
た
の
高
齢
受
給
者
証
に
は
「
2
割

（
平
成
２２
年
3
月
３１
日
ま
で
１
割
）」
と
記
載

が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
２２
年
度
も
引
き
続
き

1
割
負
担
の
予
定
で
す
。
3
月
下
旬
に
新
し

い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
届

き
ま
し
た
ら
、
旧
高
齢
受
給
者
証
は
市
民
課

ま
で
お
返
し
く
だ
さ
い
。


